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鹿商観号
令和６年１２月　吉日
　鹿追町中小企業事業者　各位
（利子補給対象者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿追町長　　喜　井　知　己
　　　令和６年度中小企業事業資金利子等補給申請手続きについて
　このことについて、鹿追町では商工業の振興並びに商店街の活性化を図るため、中小企業の皆様が事業資金を金融機関から借入れることによって生じる利子等に対し、毎年予算の範囲内で補給金を交付しております。
　つきましては、今年度も鹿追町中小企業事業資金利子等補給規則に基づき下記のとおり補給金の交付申請を受け付けますので、交付を希望する方は申請書を期日までに提出願います。
記
１　対象事業資金
　　① 鹿追町中小企業近代化融資制度資金
　　② 北海道の行う中小企業融資制度資金
　　③ 政府系金融機関の融資制度資金
　　④ 北海道商工会連合会の融資制度資金
　　⑤ 鹿追町内に店舗を有する金融機関の近代化資金
２　対象期間
　　令和６年中に支払った利子及び保証料
（令和６年１月１日から同年１２月３１日まで）
３　補給内容
1  運転資金　【利　子】運転資金として借入資金（総額）の支払利息額の３０％以内（上限２０万円）。
【保証料】その年に支払った保証料の総額（上限２０万円）。
2  近代化資金【利　子】土地の取得又は店舗の新築・改築・移転に要するものとして借り入れた資金（総額）については借入年利率の３％を超える部分の３％以内の額（最大６％）、もしくは支払総額の５０％以内の額のどちらか多い方。支払を開始した月より７年以内が対象。
【保証料】その年に支払った保証料の総額（上限３０万円）。
４　申請期間
　　令和７年１月１０日（金）から同年１月２４日（金）まで（期限厳守）
５　提出書類
1 申請用紙…添付書類または、町ホームページからダウンロードうえご利用ください。
②支払利息が判る明細書（利子・保証料）
A：日本政策金融公庫…R6年度に当該補給を受けた方は、利息支払い証明書が１月中旬頃にお手元に届く予定です。それ以外の方は、公庫に問い合わせのうえ発行を受けてください。
　　　　B：それ以外…金融機関から取引明細書の発行を受けるか、支払いがわかる書類（例えば通帳のコピーなど）をご用意ください。
６　その他
1  利子等補給の対象者は、町税が完納されている方です。町税を滞納されている方は、完納しなければ利子補給を受けることができません。また、商工会の経営指導を受けて、対象事業資金の手続きをした中小企業者でなければ利子補給を受けることができません。
※現時点において町税の滞納がある方は、納税が反映されるまでに時間を要しますことから、必ず完納したうえで申請書を提出してください。

　　② 対象事業者は、鹿追町において独立した事業所または店舗を有して、１年以上事業を営む法人又は個人です。
　　③ 利子及び保証料の補給を受けた方で、繰上償還等により利子及び保証料の一部の払い戻しを受けた場合、再計算を行い超過額の返納をしていただきます。
７　問い合わせ先
　　役場商工観光課商工労政係（TEL0156-66-4034）
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